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来
日
外
国
人
を
雇
用
す
る
場
合
に

は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
の
証
印
や
外
国
人

登
録
証
明
書
で
「
在
留
資
格
」
、「
在

留
期
間
」
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。
パ
ス
ポ
ー
ト
に
は
「
上
陸
許

可
」
の
ス
タ
ン
プ
が
押
し
て
あ
り
、

「
上
陸
年
月
日
」
、「
在
留
資
格
」
、「
在

留
期
間
」
等
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
外
国
人
登
録
証
明
書
に
も

「
上
陸
年
月
日
」
、「
在
留
資
格
」
、「
在

留
期
間
」
等
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
在
留
資
格
が
「
短
期
滞
在
」
、「
文

化
活
動
」、「
留
学
」、「
就
学
」
等
の
場

合
は
、
特
別
な
許
可
が
な
い
と
就
労

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
よ

く
確
認
し
て
適
正
な
雇
用
を
お
願
い

し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
境
警
察
署
　

（86）
０
１
１
０

　
法
務
局
の
取
り
扱
う
業
務
全
般
に

つ
い
て
、
法
務
局
職
員
及
び
人
権
擁

護
委
員
が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

○
日
時
　
６
月
３
日
(日)

　
午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

（
受
付
は
午
後
３
時
ま
で
で
す
）

○�

場
所
　【
下
妻
会
場
】水
戸
地
方
法

務
局
下
妻
支
局

○�

内
容
　
土
地
の
境
界
争
い
、
相
続

・
贈
与
・
売
買
な
ど
の
登
記
手
続
、

抵
当
権
の
抹
消
手
続
、
地
代
サ
ラ

金
の
取
立
問
題
、
Ｄ
Ｖ
問
題
な
ど

○
お
問
い
合
わ
せ

　
水
戸
地
方
法
務
局
総
務
課

　

０
２
９
（
２
２
７
）
９
９
１
１

　
男
女
と
も
に
、
仕
事
と
家
庭
の
両

立
が
で
き
る
働
き
方
の
実
現
を
目
指

し
、
平
成
21
年
に
育
児
・
介
護
休
業

　役場の代表電話は（84）1111です　

（
教
育
委
員
会
）

　
11
月
１
日
(木)
か
ら
３
日
(土)
ま
で
の

３
日
間
、
文
化
協
会
主
催
に
よ
る

『
第
７
回
文
化
祭
〜
き
ら
め
く
町
と

き
ら
め
く
人
と
き
ら
め
く
心
を
〜
』

が
、
中
央
公
民
館
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
各
種
団
体
や
グ
ル
ー
プ
、
サ
ー
ク

ル
及
び
個
人
で
活
動
さ
れ
て
い
る
方
、

日
頃
の
活
動
を
発
表
し
て
み
ま
せ
ん

か
。

　
発
表
内
容
は
、
次
の
３
つ
に
分
か

れ
ま
す
。

① 

バ
ン
ド
演
奏
や
コ
ー
ラ
ス
な
ど
の

ス
テ
ー
ジ
発
表

② 

将
棋
や
囲
碁
の
対
局
な
ど
、来
館
者

と
交
流
を
深
め
な
が
ら
日
頃
の
活

動
を
体
験
し
て
も
ら
う
体
験
発
表

③ 

絵
画
や
写
真
な
ど
、
自
分
の
作
品

を
展
示
す
る
展
示
発
表

○
お
申
し
込
み
期
限

　
６
月
29
日
(金)
ま
で

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
中
央
公
民
館
　
☎
（84）
１
４
６
０

（
総
務
課
）

　
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す

る
有
料
（
バ
ナ
ー
）
広
告
を
募
集
し

て
い
ま
す
。 

○
広
告
掲
載
内
容
　

　
公
共
性
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い

企
業
及
び
個
人
と
し
ま
す
。
（
町
内

外
は
問
い
ま
せ
ん
）

○
広
告
掲
載
期
間
　
各
月
の
１
日
か

ら
末
日
ま
で
の
１
カ
月
を
単
位
と
し
、

連
続
す
る
最
長
期
間
は
、
12
カ
月
と

し
ま
す
。

○
広
告
掲
載
箇
所
　
町
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
ト
ッ
プ
画
面
で
町
が
指
定

し
た
位
置
と
し
ま
す
。

○
広
告
掲
載
募
集
枠
数

　
10
枠
以
内
と
し
ま
す
。

○
広
告
掲
載
料
金
（
１
枠
）

　
１
カ
月 

１
０
，
０
０
０
円 

　
３
カ
月
以
上
連
続
し
て
掲
載
す
る

場
合
の
掲
載
料
金
は
，
次
の
と
お
り

と
な
り
ま
す
。

（1）
３
カ
月
連
続
し
て
掲
載
す
る
場
合

　
１
カ
月
に
つ
き 

９
，
０
０
０
円

（2）
６
カ
月
連
続
し
て
掲
載
す
る
場
合 

　
１
カ
月
に
つ
き 
８
，
０
０
０
円

（3） 

12
カ
月
連
続
し
て
掲
載
す
る
場
合

　
１
カ
月
に
つ
き 

７
，
０
０
０
円

○
広
告
の
規
格
（
１
枠
）

・ 

画
像
の
大
き
さ
　
縦
60
ピ
ク
セ
ル

×
横
１
２
０
ピ
ク
セ
ル 

・
画
像
容
量
　
４
キ
ロ
バ
イ
ト
以
内 

・
画
像
の
フ
ァ
イ
ル
形
式

　
Ｇ
Ｉ
Ｆ
ま
た
は
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
形
式 

・
画
像
の
状
態
　
静
止
画

○
お
申
し
込
み
方
法

　
掲
載
を
希
望
す
る
月
の
前
々
月
の

末
日
（
当
該
日
が
休
日
に
当
た
る
と

き
は
そ
の
翌
日
）
ま
で
に
申
込
書
を

直
接
総
務
課
に
提
出
す
る
か
、
ま
た

は
、
郵
送
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。（
原
稿
の
提
出
は
、
Ｅ
メ
ー
ル
可
）

　
お
申
し
込
み
受
付
後
、
内
容
を
審

査
し
可
否
を
申
請
者
に
通
知
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
企
画
政
策
Ｇ
（
内
線
２
１
３
）

（
建
設
環
境
課
）

　
例
年
７
月
初
旬
に
開
催
さ
れ
て
い

ま
す
行
幸
湖
ク
リ
ー
ン
作
戦
に
つ
き

ま
し
て
は
、
昨
年
発
生
し
ま
し
た
震

災
対
応
と
し
て
行
幸
湖
管
理
用
道
路

の
五
霞
町
側
の
大
半
及
び
埼
玉
県
側

の
一
部
に
つ
い
て
、
現
在
で
も
立
入

禁
止
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
に
伴
い
ま
し
て
、
当
町
に
お

け
る
今
年
度
の
ク
リ
ー
ン
作
戦
へ
の

参
加
は
取
り
止
め
と
な
り
ま
し
た
の

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
生
活
環
境
Ｇ
（
内
線
２
９
６
）

文
化
協
会
主
催「
文
化
祭
」の

参
加
者
募
集

町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の

有
料
広
告
募
集

行
幸
湖
ク
リ
ー
ン
作
戦
中
止

の
お
知
ら
せ

法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　
本
年
７
月
１
日
か
ら
、
こ
れ
ま
で

適
用
が
猶
予
さ
れ
て
い
た
従
業
員
が

１
０
０
人
以
下
の
企
業
に
も
、
「
育

児
の
た
め
の
短
時
間
勤
務
制
度
」
や

「
所
定
外
労
働
の
制
限
」
、
「
介
護

休
暇
」
の
各
制
度
が
適
用
に
な
り
ま

す
の
で
、
就
業
規
則
及
び
労
使
規
定

の
改
定
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
労
働
局
雇
用
均
等
室

　

０
２
９
（
２
２
４
）
６
２
８
８

　
大
学
院
・
大
学
・
短
大
・
専
修
学

校
等
（
高
校
は
除
く
。
）
の
平
成
25

年
３
月
卒
業
予
定
者
及
び
未
就
職
既

卒
者
を
対
象
に
「
大
好
き
い
ば
ら
き

就
職
面
接
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

　
県
内
企
業
約
１
２
０
社
の
企
業
説

明
や
面
接
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ

い
。
事
前
申
し
込
み
不
要
。
履
歴
書

を
複
数
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

○
日
時
及
び
場
所

【
土
浦
会
場
】
６
月
26
日
(火)

　
ホ
テ
ル
マ
ロ
ウ
ド
筑
波

　
プ
レ
セ
ミ
ナ
ー

　
　
午
前
11
時
か
ら
11
時
45
分
ま
で

　
面
接
会

　
　
午
後
１
時
か
ら
４
時
ま
で

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
労
働
政
策
課

　

０
２
９
（
３
０
１
）
３
６
４
５

■
法
務
総
合
相
談
所
の
お
知

ら
せ

■
平
成
24
年
７
月
１
日
か
ら

改
正
育
児
・
介
護
休
業
法
が

全
面
施
行
さ
れ
ま
す

■
大
好
き
い
ば
ら
き
就
職
面

接
会
の
開
催
に
つ
い
て

■
不
法
執
労
の
防
止
に
ご
協

力
を


